
2025 年 3月 9日現在 
 

1 
 

円普通預金 商品概要説明書 

ご利用いただける 
お客さま 

 日本国内にお住まいの個人・個人事業主のお客さま 
 日本国内の日本法に基づいて設立された法人のお客さま 
※上記の条件に該当しなくなった場合には、当社の円普通預金口
座をご解約いただきます。 
※提携サービス口座をご利用のお客さまの場合、ご利用いただけ
る商品・サービスが提携サービス口座ごとに異なります。当社の
Webサイトをご確認ください。 

口座名義 

 個人のお客さま：お客さまご本人の姓・名 
 個人事業主のお客さま：お客さまご本人の姓・名と屋号 
 法人のお客さま：法人名（口座開設後に作成いただける追加

口座については後ろに事業部名等を追加口座開設時につける
ことができますが、口座開設以降は変更できません） 

利用時間 
24 時間 365 日（当社所定のシステムメンテナンス時間を除きま
す） 

預入単位 1円以上 1円単位 
預入限度額 定めはありません。 
預入期間 定めはありません。 
口座維持手数料 手数料はかかりません。 

預入方法 
 提携 ATM からの現金の受入れ 
 当社および他金融機関からの振込による入金の受入れ 
 当社のお客さまご本人名義の他の預金口座からの振替 

払戻方法 

 提携 ATM からの現金の払戻し 
 当社および他金融機関への振込 
 当社のお客さまご本人名義の他の預金口座への振替 
 各種料金の口座振替 

適用金利 
当社の Web サイトに表示する円普通預金金利が毎日適用されま
す（変動金利）。 
適用金利は金融情勢に応じて変更します。 

利息計算方法 

毎日の最終残高 1,000 円以上について付利単位を 1 円とし、当社
所定の円普通預金利率によって 1年を 365日とする日割計算とし
ます。 
1円未満の端数は切捨てます。 

利息支払方法 
毎月末に決算を行い、翌月初に本預金に組入れます。なお、利息
について徴収するべき税がある場合は、当該税額を控除します。 
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利子課税 

 個人・個人事業主のお客さま： 
利息に対して 20.315％（国税 15.315％（復興特別所得税を含
みます）、地方税 5％）の税率により源泉徴収されます（源泉
分離課税）。 
※当社が取扱う預金について、少額貯蓄非課税制度（マル優
制度）はご利用いただけません。 

 法人のお客さま： 
利息に対して 15.315％（国税 15.315％（復興特別所得税を含
む））の税率により源泉徴収されます。 
※法人非課税口座をご利用の場合は、非課税となります。 

取引明細 
通帳およびステートメントの発行はありません。残高および取引
明細は当社Webサイトでご確認ください。 

預金保険制度 

本預金には元本保証があり、預金保険制度の対象です。当社にお
預入れいただいている他の預金保険の対象となる預金（決済用預
金を除きます）と合算して、元本 1,000 万円までとその保険事故
発生日までの利息が保護されます。 
※全額保護となる、預金保険制度における「決済用預金」もござ
います。決済用預金の詳細及び申込方法につきましては、当社Web
サイト等に掲載しております。 

その他 

 外国送金について 
当社では以下の外国送金の取扱は行っておりません。 
＜個人・個人事業主のお客さま＞ 
 外国への送金 
＜個人・個人事業主・法人のお客さま＞ 
 外国からの送金の受取 
 国内宛て外貨建て送金／受取 
 外国為替法規上の(非)居住者と非居住者との間における 

国内非居住者円貨建て送金／受取 
 その他上記に掲げる取引に準じる取引 
 
 法人追加口座について 
法人追加口座の開設には当社所定の審査が必要です。 
 審査には、追加口座開設お申し込み後数営業日ほどお時間を

いただきます。なお、審査の結果ご希望に添えない場合がご
ざいます。 

 審査にあたり、当社よりお電話にて申込内容の確認や追加資
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料のご提出をお願いする場合がございます。 

当社が契約している
指定紛争解決機関 

一般社団法人全国銀行協会 
連絡先 全国銀行協会相談室 
電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772 

 
 


